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（目的）   

第１条 この規程は，公益社団法人福岡県社会福祉士会（以下「本会」という。）並びに

本会の正会員である社会福祉士（以下「正会員」という。）に関する本会の会員又は

会員以外の者から本会への苦情の申立て（以下「苦情申立て」という。）に対して、

本会が適切に解決を図るための手続を規定し、もって本会の適正な運営並びに正会員

の倫理の維持・向上を図ることを目的とする。 

 

（対象とする苦情） 

第２条 この規程が対象とする苦情申立ては、次の各号に掲げるものとする。 

(1）正会員に関するもの。 

(2）本会の運営に関するもの。 

(3) 本会定款第４条又は第５条に基づき実施する事業に関するもの。ただし、当該事業

について苦情解決又は苦情対応に関する特別の規定があるときは、当該規定に基づき

対応する。 

２ 削除 

 
（苦情対応責任者） 

第３条 本会に、苦情対応責任者を置き、事務局長がその任に当たる。 

 

（苦情受付窓口) 

第４条 本会に、苦情受付窓口を設置し、苦情受付担当者を配置する。 

２ 苦情受付窓口は、本会事務局とする。 

 
（苦情解決委員会） 
第５条 本会に、苦情への適切な解決を図るとともに、正会員の懲戒に関する規則第３条
第２項に基づく事務を取り扱うため、苦情解決委員会を設置する。 

２ 苦情解決委員会は、次の各号に定める委員により構成する。 
(1) 副会長 １名 
(2) 副会長以外の理事 ２名 
(3) 正会員ではない弁護士又はその他の学識経験のある第三者委員 ２名 

３ 苦情解決委員会の委員長は、委員の互選により、これを定める。 
４ 苦情解決委員会の運営等に関する細目は、別に定める。 

 

（苦情の受付) 

第６条 苦情受付担当者は、苦情の申し立てを受けた年月日、苦情申立者、苦情の内容、

回答の要否を「苦情受付票」に記録する。 

２ 苦情受付担当者は、問い合わせや軽易な事項については直接窓口で対応する。 

 
（苦情の報告） 

第７条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情対応責任者に報告する。 

 
（苦情への対応） 
第８条 苦情対応責任者は、苦情のうち回答を必要とするものについては、申立人から苦

情申立書の提出を受けた上で、同申立書に関係資料を添えて苦情解決委員会に報告す
る。ただし、苦情申立人が心身の故障その他の理由により、自ら苦情申立書を作成し
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提出することができないときは、苦情申立人の同意を得た上で、苦情対応責任者は、
これを代筆することができる。 

２ 苦情解決委員会は、苦情対応責任者から前項の報告を受けたときは、速やかに定款第
１３条第１項若しくは同条第５項に該当する事由の有無等を調査するとともに、具体
的対応策を審議し議決して、その結論を会長及び苦情対応責任者に対し書面で報告す
る。 

３ 苦情解決委員会は、正会員の懲戒に関する規則（規則第６号）第３条第５項に基づき、
会長からの付議を受けたときは、速やかに定款第１３条第１項若しくは同条第５項に
該当する事由の有無等を調査するとともに、具体的対応策を審議し議決して、その結
論を会長に対し書面で報告する。 

４ 会長は、前二項の報告を受けたときは、苦情解決委員会の審査及び議決を基に、速や
かに次のいずれかの措置をとる。 

(1) 理事会に対して、正会員の懲戒に関する規則第３条の第３項に基づく公益社団法
人日本社会福祉士会への調査及び審査の委託をすることについて付議すること。 

(2) 綱紀委員会に対して、懲戒処分に関する調査及び審査を付議すること。 
(3) 不処分決定をすること。 

(4) その他苦情解決に必要な適宜の措置をとること。 

 

（苦情への回答） 

第９条 苦情対応責任者は、前条第２項の報告を受けたときは、苦情申立人に対し書面で

回答する。 

２ 削除 

 
（理事会への報告） 
第１０条 苦情対応責任者は、個人情報であって、公にするのが相当でないと認められる

ものを除き、受け付けた苦情及び対応の結果について直近の理事会に報告するものとする。 

 

（改廃) 

第１１条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

 

附 則 

１．この規程は、２００７年１０月２１日より施行する。 

２．この規程は、公益社団法人福岡県社会福祉士会の設立の登記の日から施行する。 
 
附 則 （２０２０年８月３０日理事会承認） 
１．第１条ないし第３条、第５条、第７条ないし第１０条の改正規定は、理事会の承認を
得た日から施行する。 

２．前項の施行日より前に受け付けた苦情への対応は，従前の例による。 


